
新温泉町職員採用候補者試験のお知らせ 
令和８年７月１日公告 

新温泉町役場 

 

下記のとおり、新温泉町職員採用候補者試験を行いますからお知らせします。 

 

記 

 

１ 試験職種、採用予定人員及び受験資格 

試験職種 
採用予定人数 

及び職務内容 

受検資格 

（指定された要件を全て満たすこと） 

一

般

行

政

職

协

初

級

卐 

一般事務職 ４名程度 

（本庁などで行う一般事務） 

・平成 8 年 4 月 2 日以降に生まれた人 

・高校学校以上の学校を卒業した人ま

たは令和 9 年 3 月末日までに卒業見込

みの人 

一般事務職 

（社会人枠） 

３名程度 

（本庁などで行う一般事務） 

・昭和 56 年 4 月 2 日から平成 8 年 4 月

1 日までの間に生まれた人 

・高等学校以上の学校を卒業した人 

・最終学歴の学校を卒業後、令和 8 年

7 月 1 日までの間に、通算 5 年以上民

間企業等（国・地方公共団体を含む）

で職務経験がある人 

※1 通算は 30 日を 1ヵ月とし、1 ヶ

月未満は切り捨てとします。 

※2 職務経験には、フルタイムの正規

職員と同様の勤務形態で就業していた

時間を含みます。 

介護支援専門員 

 

１名 

（本庁などで行う介護支援業

務及び一般事務） 

・昭和 52 年 4 月 2 日以降に生まれた人 

・介護支援専門員資格を有する人又は

令和 9 年 3 月末日までに取得見込みの

人 

社会福祉士 

 

１名 

（本庁などで行う専門的業務

及び一般事務） 

・昭和 52 年 4 月 2 日以降に生まれた人 

・社会福祉士免許を有する人又は令和

9 年 3 月末日までに取得見込みの人 

保健師 

 

１名程度 

（本庁などで行う保健業務、

地域支援業務等及び一般事

務） 

・平成 8 年 4 月 2 日以降に生まれた人 

・保健師資格を有する人又は令和 9 年

3 月末日までに取得見込みの人 

土木職 

 

２名程度 

（本庁などで行う設計監督な

どの専門的業務） 

・昭和 52 年 4 月 2 日以降に生まれた人 

・高等学校以上の学校を卒業した人ま

たは令和 9 年 3 月末日までに卒業見込

みの人 

次のいずれかに該当する人は、受験できません。 

（１）拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがな 

くなるまでの人 

（２）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で 

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

２ 試験の日時、場所、方法及び発表 

   試験は、第１次試験及び第２次試験とし、第２次試験は、第１次試験の合格者に対し 

て行います。 



（１）第１次試験 

試験日 会場 結果発表 

令和 8 年 9 月 20 日（日） 

午前 10 時～ 

（受付は午前 9 時 10 分

～午前 9 時 40 分） 

新温泉町浜坂多目的集会

施設 

（新温泉町浜坂 2673-1） 

令和 8年 10月中旬に新温泉町役場

及び温泉総合支所掲示板に掲示す

るとともに、合格者へ通知します。 

 

試験内容 

職種 実施試験 試験内容 

一般事務職 

介護支援専門員 

社会福祉士 

保健師 

教養試験 

作文試験 

職場適応性検査 

高校卒業程度の一般教養 

初級公務員として必要な知識及び表現力 

公務員としての職業生活への適応力 

一般事務職 

（社会人枠） 

職務能力試験 

作文試験 

職務適応性検査 

社会人として基礎的な知識 

初級公務員として必要な知識及び表現力 

公務員としての職務や組織への適応力 

土木職 教養試験 

専門試験 

職場適応性検査 

高校卒業程度の一般教養 

高校卒業程度の専門知識 

公務員としての職業生活への適応力 

 

（２）第２次試験 

試験日 会場及び試験内容 最終合格者発表 

令和8年11月7日（土） 新温泉町役場 

口述試験（グループ討議

面接・個別面接の方法に

より行います。） 

第2次試験実施後1ヶ月をめどに新温

泉町役場及び温泉総合支所掲示板に

掲示するとともに、合格者に通知しま

す。 

 

３ 合格発表から採用までの経緯 

（１）最終合格者は、採用候補者名簿に登載し、そのうちから採用者を決定します。 

（２）採用は、令和９年４月１日以降の予定です。 

（３）採用候補者名簿は、確定の日から令和１０年３月３１日まで有効です。 

 

４ 給 与 

（１）初任給は、給与条例等により経歴その他を勘案のうえ決定します。 

（２）諸手当は、地域手当、扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等給与条例に定める

ところにより支給します。 

 

５ 受験手続及び受付期間 

（１）受験申込みは、インターネット受付のみです。新温泉町ホームページの「令和９年度

採用【第２回】新温泉町職員採用候補者試験」のページ又は下記ＱＲコードを読み込ん

でから申し込みしてください。 

申し込み受付後、受験票を送付します。 

（２）受付期間は、令和８年７月１日（水）から令和８年７月３１日（金）です。 

 

６ その他 

  受験手続その他は、新温泉町役場総務課総務係までご連絡ください。 

〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂 2673 番地の 1 

電話：0796-82-3111（内線 212） 


